
す
　
だ

ふ
じ

富
山
。須
田
藤
の
木
遺
跡

2  1

所
在
地
　
　
　
一昌
山
県
高
岡
市
五
十
里

調
査
期
間
　
　
一
九
九
九
年
度
調
査
　

一
九
九
九
年

（平
１１
）
七
月
―

一

〇
月

発
掘
機
関
　
　
一局
岡
市
教
育
委
員
会

調
査
担
当
者
　
根
津
明
義

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

（荘
園
力
）

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
中
頃
―

一
〇
世
紀
中
頃

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

こ
の
遺
跡
は
、
金
田
章
裕
氏
ら
が
残
存
地
割
や
水
脈
の
検
討
な
ど
に
よ
り
、

東
大
寺
領
須
加
荘
に
比
定
し
て

い
る
地
域
に
あ
た
る

（金
田
章

裕

『古
代
荘
園
図
と
景
観
』
東
京

大
学
出
版
会
　
一
九
九
八
年
）。

今
回
の
調
査
区
で
は
、
掘
立

柱
建
物
五
棟
や
畝
状
遺
構
、
そ

し
て
や
や
東
方

へ
と
下
降
す
る

湿
地
帯
な
ど
を
確
認
し
た
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
畝
状
遺
構

０
け

力
生

は
人
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
、
建
物
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
降
か
ら

一
〇
世
紀
ま

で
の
存
続
を
想
定
で
き
る
。

建
物
は
す
べ
て
同

一
場
所
で
重
複
し
て
お
り
、
常
時

一
棟
の
み
が
存
続
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
五
棟
の
う
ち
の
一
棟
は
北
側
と
東
側
と
の
二
面
に
庇
を
も

つ
こ
と
か
ら
、
公
的
な
性
格
を
持

っ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
、
ま
た
建
物
が
長
期

間
存
続
し
て
い
る
点
か
ら
、
近
辺
に
よ
り
中
心
的
な
施
設
が
存
在
し
た
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
東
方
へ
と
下
降
す
る
湿
地
帯
、
特
に
調
査
区
東
端
付
近
か
ら
は
多
量

の
矢
板
が
検
出
さ
れ
、
こ
の
東
方
に
は
給
排
水
施
設
の
存
在
し
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
建
物
な
ど
の
立
地
す
る
地
域
と
湿
地
帯
と
の
接
点
と
は
溝

に
よ
っ
て
画
さ
れ
、
ま
た
明
確
な
段
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
湿
地
帯
は
水
田
で

あ

っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

仮
に
金
田
説
に
し
た
が
え
ば
、
今
回
の
調
査
区
は
須
加
荘
の
北
部
に
比
定
さ

れ
る
が
、
奈
良
時
代
の
須
加
荘
の
絵
図

（天
平
宝
字
三
年

〔七
五
九
〕
越
中
国
射

水
郡
須
加
開
田
地
図
・
神
護
景
雲
元
年

〔七
六
七
〕
越
中
国
射
水
郡
須
加
村
墾
田
地
図
）

に
よ
れ
ば
、
今
回
の
調
査
区
周
辺
は

「田
」
が
ひ
ろ
が
り
、
調
査
区
か
ら
少
々

東
の
地
点
に
南
北
方
向
の
溝
が
存
在
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
今
回
検
出

さ
れ
た
当
調
査
区
の
状
況
は
、
こ
の
景
観
と
照
合
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の

比
定
地
論
に

一
石
を
投
ず
る
も
の
と
な
つ
え
よ
う
。

遺
物
は
、
人
世
紀
中
頃
か
ら

一
〇
世
紀
中
頃
ま
で
の
も
の
を
検
出
し
た
。
内

容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
「道
」
「宗
人
」
「柱
際
妃
」
ヨ
屋

「宅
」
と
い
っ
た

(石動・富山)



墨
書
土
器
の
ほ
か
、
転
用
硯
や
水
滴
と
い
っ
た
文
具
、
人
世
紀
中
頃
の
暗
文
土

器
、
さ
ら
に
は
人
世
紀
後
葉
の
も
の
と
み
ら
れ
る
装
飾
大
刀
の
銅
製
山
形
金
具

な
ど
も
出
土
し
て
お
り
、
全
体
と
し
て
は
官
衛
的
な
内
容
を
呈
し
つ
つ
、
中
央

と
の
交
流
を
色
濃
く
示
す
遺
物
も
含
ま
れ
て
い
る
。
総
じ
て
、
当
遺
跡
は
官
衛

遺
跡
で
あ
る
と
は
言
え
る
が
、
よ
り
具
体
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
未
だ
確
定
で

き
る
状
況
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
成
果
を
み
る
限
り

は
、
金
田
説
に
と
っ
て
有
利
な
要
素
が
追
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

側
　
　
　
右
依
□
□
給
事

□

□
□
　
□
□
□

〔学削
力
〕
　
〔をポ
カ
〕

②
　
・
＜
布
師
郷
戸
主
丈
マ
ロ
ロ
ロ
ロ

・
＜
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遺構図 (S=1/500、 ▼は木簡出土地点)

⑪
は
、
使
用
後
に
別
の
部
材
な
ど
に
転
用
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
上
下
左

右
を
欠
損
し
て
い
る
。
文
字
は
片
面
に
の
み
残
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
釈
文
や

規
格
か
ら
、
本
来
は
地
方
木
簡
に
み
ら
れ
る
大
型
の
文
書
木
簡
で
あ
つ
た
と
思

わ
れ
る
。

②
は
、
上
下
と
左
側
面
を
欠
損
す
る
が
―
上
端
に
は
切
り
込
み
が
残
存
す
る

こ
と
か
ら
、
文
字
は
郷
名
か
ら
書
き
出
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
「布
師

郷
」
と
は
従
来
、
『和
名
類
飛
抄
』
に
よ
つ
て
の
み
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
郷

名
で
、
越
中
国
射
水
郡
の
郷
で
あ
る
。
型
式

・
記
載
内
容
か
ら
見
て
、
本
木
簡

は
荘
園
や
郡
衡
な
ど
へ
税
物
と
と
も
に
運
ば
れ
て
き
た
荷
札
木
簡
で
あ
つ
た
と

解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
遺
跡
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
、
い
か
な
る
税

物
が
運
び
込
ま
れ
て
い
る
の
か
は
、
重
要
な
論
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

①
は
、
上
下
左
右
を
欠
損
す
る
。
文
字
は
赤
外
線
投
影
に
よ
つ
て
両
面
に
確

認
さ
れ
た
が
、
厚
さ

一
剛
と
非
常
に
薄
い
こ
と
か
ら
、
書
い
て
は
削

っ
て
、
何

度
も
使
用
し
上
可
能
性
が
あ
る
。
墨
痕
に
は
濃
淡
が
あ
り
、
削
り
残
り
の
墨
付

が
混
在
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
裏
面
に
は
人
名
ら
し
き
記
載
が
み
と
め

ら
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（根
津
明
義
）




